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広島工業大学紀要教育編
第 ₁₇ 巻（₂₀₁₈）43– 50
論 文

* 広島工業大学環境学部建築デザイン学科，初等中等教育研究センター

₁ ．はじめに

　本稿の目的は，平成₂₇（₂₀₁₅）年₁₂月₂₁日付の中央教育
審議会（以下，中教審）の答申「チームとしての学校の在
り方と今後の改善方策について」（以下，本答申）における
「チームとしての学校」の実現には本答申の内容に加え，教
職員集団の同僚性を基底に据えた教職員組織を形成しなけ
ればならないこと，そして，その同僚性は学校マネジメン
トとの相関にあるということについて述べることである。
　本答申では，「これからの学校が教育課程の改善等を実現
し，複雑化・多様化した課題を解決するためには，学校の
組織の在り方や学校の組織文化に基づく業務の在り方など
を見直し，『チームとしての学校』を作り上げていくことが
大切である」とし，「チームとしての学校」の実現には，①
専門性に基づくチーム体制の構築　②学校のマネジメント

「チームとしての学校」の実現に求められるもの
――同僚性と学校マネジメントの相関において――

白岩　博明*

（平成₂₉年₁₀月₂₆日受付）

In order to realize “School as a team”
——From the point of the correlation between collegiality and school management——
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概要
平成₂₇（₂₀₁₅）年₁₂月₂₁日，中央教育審議会から「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」

が答申された。この答申は，教職員一人一人の専門性を発揮するとともに，学校のマネジメント機能を強化し，
専門スタッフ等の参画を得ることによって「チームとしての学校」の実現が可能であるという内容である。し
かし，本稿においては，「チームとしての学校」の実現には答申内容に加え，教職員の同僚性を基底に据えなけ
ればならないこと，そして，その同僚性は学校マネジメントとの相関にあるということについて，学校の複雑
化・多様化した課題や具体的な事例を踏まえながら明らかにしたい。

キーワード：中央教育審議会，学校組織，チームとしての学校，学校マネジメント，教員の同僚性，協働の
文化，働き方改革

機能の強化　③教職員一人一人が力を発揮できる環境の整
備　の ₃つの視点によって「学校のマネジメントモデルの
転換」が必要であると指摘している。
　「チームとしての学校」は，教職員の長時間労働の実情や
メンタルヘルスの問題，子供や親の変化に伴う学校が抱え
る様々な課題などが山積している局面において必要とされ
る在り方である。その理念における「学校のマネジメント
モデルの転換」とは，教職員が強固な組織として教育活動
に取り組むために，教職員個々の専門性を高めていくとい
う職場内の質的転換の必要性を指すものである。また，学
校と外部専門スタッフや専門機関との連携を図ることに
よって，学校機能をより高めていくという転換を指すであ
ろう。そして，教職員が組織として教育活動に取り組む体
制を創り上げる中で，同僚性のある教職員の集団が構築さ
れていくであろう。すなわち，外部専門スタッフや専門機
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関との連携を図る上において，教職員内部の同僚性が構築
されていることが欠かせぬ要素となるのである。
　まず，「ブラック化」する学校と世間から揶揄されている
学校（教職員の労働実態）と学校が抱える様々な課題を明
らかにしたい。そして，そのことに伴う「チームとしての
学校」の組織形成の在り方を踏まえながら，学校マネジメ
ントと「チームとしての学校」の形成に求められる同僚性
（「開かれた同僚性」後述）の相関について確かめたい。

₂ ．「ブラック化」する学校 （教員の働き方） の実情

₂.₁　教員の長時間労働

　OECDの国際教員指導環境調査（TALIS・₂₀₁₃）の結果，
₃₄か国・地域の仕事時間の合計（授業，授業の準備や計画，
採点や添削，同僚との共同作業や話し合い，職員会議への
参加や学校でのその他の教育に関する業務を含む）の平均
時間は以下のとおりである。

国名 仕事時間の合計
日本 ₅₃.₉

シンガポール ₄₇.₆
マレーシア ₄₅.₁
ポルトガル ₄₄.₇
オーストラリア ₄₂.₇
スウェーデン ₄₂.₄
デンマーク ₄₀.₀
クロアチア ₃₉.₆
チェコ ₃₉.₄
ブルガリア ₃₉.₀
ノルウェー ₃₈.₃
スペイン ₃₇.₆
スロバキア ₃₇.₅
韓国 ₃₇.₀
ポーランド ₃₆.₈
ブラジル ₃₆.₇
フランス ₃₆.₅
エストニア ₃₆.₁
ラトビア ₃₆.₁
ルーマニア ₃₅.₇
オランダ ₃₅.₆
アイスランド ₃₅.₀
セルビア ₃₄.₂
メキシコ ₃₃.₆
キプロス ₃₃.₁
フィンランド ₃₁.₆
イスラエル ₃₀.₇
イタリア ₂₉.₄
チリ ₂₉.₂

地域として参加
アルバータ（カナダ） ₄₈.₂
イングランド（イギリス） ₄₅.₉
フランドル（ベルギー） ₃₇.₀
アブダビ（アラブ首長国連邦） ₃₆.₂
参加国平均 ₃₈.₃

　 ₁ 週間の仕事時間の合計が参加国平均で₃₈.₃時間である
のに対して，日本は₅₃.₉時間となっており，参加国で₅₀時
間を超えているのは日本だけである。また，授業に使った
時間を見てみると，次のとおりとなっている。

国名 授業の合計
チリ ₂₆.₇
ブラジル ₂₅.₄
メキシコ ₂₂.₇
エストニア ₂₀.₉
ポルトガル ₂₀.₈
フィンランド ₂₀.₆
スロバキア ₁₉.₉
クロアチア ₁₉.₆
ラトビア ₁₉.₂
アイスランド ₁₉.₀
デンマーク ₁₈.₉
韓国 ₁₈.₈
オーストラリア ₁₈.₆
フランス ₁₈.₆
ポーランド ₁₈.₆
スペイン ₁₈.₆
ブルガリア ₁₈.₄
セルビア ₁₈.₄
イスラエル ₁₈.₃
チェコ ₁₇.₈
日本 ₁₇.₇
スウェーデン ₁₇.₆
イタリア ₁₇.₃
マレーシア ₁₇.₁
シンガポール ₁₇.₁
オランダ ₁₆.₉
キプロス ₁₆.₂
ルーマニア ₁₆.₂
ノルウェー ₁₅.₀

地域として参加
アルバータ（カナダ） ₂₆.₄
アブダビ（アラブ首長国連邦） ₂₁.₂
イングランド（イギリス） ₁₉.₆
フランドル（ベルギー） ₁₉.₁
参加国平均 ₁₉.₃

日本が授業以外に使われている時間（生徒指導や学校・学
級経営など）がいかに多いかということがわかる。
　日本では「使用者は原則として ₁日に ₈時間， ₁週間に
₄₀時間を超えて労働させてはいけない」と法律で決められ
ている。しかし，それは有名無実である。「連合総研」の報
告によると，勤務日の労働時間と休日の労働時間を合わせ
た ₁週間当たりの実労働時間は，₆₀時間以上の割合が小学
校教諭で₇₂.₉％，中学校教諭で₈₆.₉％となっている。また，
「民間の雇用労働者の中で週労働時間が最も長い金融保険業
でも₈.₉％にとどまること，同じくヒューマンサービス従事
者である医者で週労働時間₆₀時間以上は₄₀％であるのに比
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べても，教育職員が際立って長時間労働と言える」︵注₁︶と述
べている。
　さらに，文部科学省「教員勤務実態調査結果の速報値」
（平成₂₉年 ₄月）によると，過労死ラインとされる ₁か月当
たりの時間外労働₈₀時間（週当たり₂₀時間）を超える教員
の割合が，小学校で約₃₀％，中学校で約₆₀％となっている。
　こうした長時間労働が教員を肉体的精神的に疲弊させ，
健康阻害をもたらしていることは事実であり，まさに「ブ
ラック化」する学校と言われても仕方のないことである。

₂.₂　教員のメンタルヘルス

　文部科学省が毎年公表する「公立学校教職員の人事行政
状況調査」によると病気休職者の状況は次のとおりである。

年度
（平成）

在職者数
（A）

病気休職者数
（B）

精神疾患による
休職者数 （C）

在職者比（％） ＊

（B）/（A）（C）/（B）

₁₆ ₉₂₁,₆₀₀ ₆,₃₀₈ ₃,₅₉₉ ₀.₆₈ ₅₆.₄

₁₇ ₉₁₉,₁₅₄ ₇,₀₁₇ ₄,₁₇₈ ₀.₇₆ ₅₉.₅

₁₈ ₉₁₇,₀₁₁ ₇,₆₅₅ ₄,₆₇₅ ₀.₈₃ ₆₁.₁

₁₉ ₉₁₆,₄₄₁ ₈,₀₆₉ ₄,₉₉₅ ₀.₈₈ ₆₁.₉

₂₀ ₉₁₅,₉₄₅ ₈,₅₇₈ ₅,₄₀₀ ₀.₉₄ ₆₃.₀

₂₁ ₉₁₆,₉₂₉ ₈,₆₂₇ ₅,₄₅₈ ₀.₉₄ ₆₃.₃

₂₂ ₉₁₉,₀₉₃ ₈,₆₆₀ ₅,₄₀₄ ₀.₉₄ ₆₂.₄

₂₃ ₉₂₁,₀₃₂ ₈,₅₄₄ ₅,₂₇₄ ₀.₉₃ ₆₁.₇

₂₄ ₉₂₁,₆₇₃ ₈,₃₄₁ ₄,₉₀₆ ₀.₉₀ ₅₈.₈

₂₅ ₉₁₉,₇₁₇ ₈,₄₀₈ ₅,₀₇₈ ₀.₉₁ ₆₀.₄

₂₆ ₉₁₉,₂₅₃ ₈,₂₇₇ ₅,₀₄₅ ₀.₉₀ ₆₁.₀

₂₇ ₉₂₀,₄₉₂ ₇,₉₅₄ ₅,₀₀₉ ₀.₈₆ ₆₃.₀

＊病気休職者のうち，精神疾患による休職者の割合

　病気休職者数は平成₂₀年度あたりからほぼ横ばい状態で
あるのがわかるが，精神疾患を理由に休職する教員は平成
₁₈年度から病気休職者の₆₀％を超えている。上記の表には
示されていないが，平成₁₃年度が₄₈.₁％であるのに比べる
と急激な増加ということができるのではないだろうか。
　教員を追い込み，メンタルヘルスを悪化させてきた背景
には，長時間労働にその一因がある。前述の TALIS・₂₀₁₃
の調査結果にもあったように，日本の場合，授業時間以外
の業務に割く時間が他国と比較にならないほど多い。また，
国が過労死の危険ラインとする月₈₀時間超の残業をしてい
る教員の実態は先に触れたとおりである。こうした長時間
労働の理由は，日本の教員が多くの業務を献身的にこなす
ジェネラリスト的な教員でなければならないということに
もある。そして，教員は教員の仕事を，子供のため，社会
のためになることを信じて，苦労することは当然のことで
あるとみなしている教員観がジェネラリスト的な教員像を

作っていると言ってもいいのである。
　ある中学教員の一日の様子。朝 ₇時過ぎには出勤して，
一日の準備を始める。部活動の顧問であれば，生徒の朝練
習の監督，指導を行う。₈時過ぎ，定時の職員朝礼を迎え，
校内の一日の動静を確認し，生徒への伝達事項をまとめる。
担任するクラスへ行って朝学習（朝読書），学活（出席確
認，伝達等）を済ませた後，授業へ。一日に ₃～ ₄時間程
の授業を行うが，空き時間には授業の準備をしたり，教科
や校務分掌の会議が入ったりすることもある。また，保護
者への連絡や提出物のチェックなどをする。授業を終える
と，終わりの学活，清掃指導と続く。放課後は部活動の指
導か生徒面談，あるいは会議がある。夕方 ₆時過ぎ，翌日
の教材準備，会議資料の作成，行事が近づけば行事の準備，
保護者への電話連絡，場合によっては家庭訪問をする。帰
宅できるのは₂₀時前後になるだろうか。息つく暇は皆無と
言ってもおかしくはない。そして，部活動の顧問には週末
の練習や試合引率などが待っている。
　授業をはじめとする学習指導は当然の業務として，学校
や学級経営に関すること，生徒指導，保護者への対応，部
活動指導，同僚や管理職との人間関係・・・，様々なこと
に対応し，適宜消化していかねばならない。まさしくジェ
ネラリスト的な教員でなければ務まらないのである。
　こうした献身的で，真摯な教員にこそ精神疾患に陥る
ケースが多い。例えば，ある日突然燃え尽きたようになる
バーンアウトである。そうなる前に，どうして周囲の教員
に相談してくれなかったのか，いや，どうして周囲の教員
が気づいてやれなかったのか。筆者はかつての職場で，
バーンアウトに陥った教員の実態を目の当たりにしてきた
が，思い起こしては悔やむばかりである。多忙化の現実の
中で，疲労感にさいなまれ，余裕を失っていく教員や職場
の姿に出会ってきた。
　こうしたときに必要となるのは，職場の支持的な風土が
醸成されることではないだろうか。「どうしたの？」「どう
だった？」と自然と受け容れ合える職場の人間関係がある
ことが教員のメンタルヘルスを保つことに繋がるのではな
いだろうか。きわめて明快なことではあるものの，教員集
団が最も不得手とする分野であるかもしれない。なぜなら
ば，「教師は，一般企業の労働者と比べると，仕事や職業生
活におけるストレスを相談できる相手がいる人の割合が，
約半分です。一般企業の労働者の ₉割近くが『相談相手が
いる』と答えたのに対して，教師のうち『相談相手がいる』
と答えたのは，半数にも満たないのです」と諸富祥彦は指
摘している︵注₂︶。自身の内面を吐露することを固辞し，相
談することに消極的なのが教員の実態である。
　そうすると，教師のメンタルヘルスの観点から，職場の
支持的な風土を形成するのは不可欠なことであり，同僚性
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（「開かれた同僚性」）を構築することは重要な意味を持つこ
とになるのである。

₃ ．学校が抱える様々な問題

　社会が変化し，子供や保護者も大きく変化している。こ
れまでできていたことが通用しなくなったり，当たり前に
なされていたやりとりが難しくなったりしているのである。
　また，学校で起こる様々な問題は，社会問題であるとい
うことの認識を持つことは極めて重要である。それは，教
員だけでは，学校だけでは解決することができないという
ことを意味するからである。それでは，実際，子供や保護
者の何がどのように変化しているのであろうか。
　文部科学省「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題
に関する調査」（平成₂₈年　国・公・私立学校のデータ）に
よると，「不登校児童生徒の割合」（全体における割合），
「学校内での暴力行為の件数」（発生件数）は，下図のとお
りである。「不登校児童生徒」「校内での暴力件数」が小学
校，中学校ともに増加の一途である。この増加は，社会の
変化に伴って，子供を取り巻く様々な環境（保護者や地域
など）が変化したことが原因なのかどうか特定することは
できない。増加しているこうした問題の児童生徒の指導は，
かつては学級担任や副担任，学年の先生方の指導によって
何とか解決を図ってきたが，最早その指導では担いきれな
い状況にある。学年枠を超えて，学校全体で取り組むべき
課題となっているが，そうした対応策が遅々としている学
校も少なくはないのが現状である。

　文部科学省「通級による指導実施状況調査」（平成₂₉年）
によると，「通級による指導を受けている児童生徒数」が急
激に増加していることに驚かされる。それは，平成 ₅年度
当時に比べ，現在は発達障害の診断概念が拡大し，診断名
が付く児童生徒の人数が増加したということにも根拠があ
るだろう。増加の中で小学校・中学校の通常学級に在籍す
る発達障害 （LD，ADHD，自閉症スペクトラム等） の可能性
のある児童生徒の割合は，₆.₅％程度と推計されている︵注₃︶。
　教員のこれまでの指導の経験値だけでは対応できない状
況であることは言うまでもない。対応する教員が専門的な
知識を学んだり，学校全体での対応が求められたりする。
また，学校外の専門スタッフの支援も必要とされる。
　社会変化の有り様を映した数字として，次の調査（文部
科学省 「就学援助実施状況等調査」 平成₂₇年） も見逃せない。

　近年，様々な格差が社会問題化されている。この要保護
及び準要保護の児童生徒数が増加しているということもそ
の一つであり，貧困世帯の増加が生活格差の拡大という深
刻な問題となっている。この生活格差は，「いじめ」「不登
校」「ネグレクト」「低学力」といった問題を誘発すること
に繋がっていくことが必至と言っても過言ではないのであ
る。「子供の貧困対策推進法」（平成₂₆年 ₁ 月）によって子
供の教育の支援，生活の支援，経済支援などが推進される
ことになったが，現実はどうなのであろうか。子供の貧困
から招来する教育格差の拡大は，生活格差を含む様々な格
差を生むことの原因となるに違いないだろう。
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　以上のような多様な背景は，学校現場が抱える課題とし
て重層化しているのである。そして，こうした課題は教員
集団だけでは解決が困難な時を迎えている状況であると言
えるだろう。

₄ ．学校組織の変容

₄.₁　「鍋蓋型組織」から「ピラミッド型組織」へ

　学校組織は本来，教育という目的のもと，目指す学校像
（ビジョン）や学校目標などを共有し，学校組織全体に必要
な役割や業務の分業と協働を行っていく機能を備えた組織
である。「チームとしての学校」という考え方はこれに準じ
ていると言えるが，これまでの学校組織の在り方が，どの
ような経過をたどりながら「チームとしての学校」に結実
していったのであろうか。
　これまでの学校組織は，校長と教頭をツートップとした
「鍋蓋型組織」を長らく敷いてきた。教員個々が同等の権利
と責任を持ち，組織内での連携がなされなくても職人気質
な教員によって組織が支えられていた。若手教員は「秘伝
のタレ」を伝授されるがごとく，先輩教員から多くを学び
ながら業務の実効性を高めていった。しかし，社会は変わ
り，子供も保護者も変容し，「鍋蓋型組織」では学校経営が
通用しなくなった。いじめや不登校，学級崩壊など，個々
の教員だけでは対応しきれない状況が立ちはだかったこと
も一因であるが，環境教育や国際理解教育など，学校への
社会の要請が増加していったのである。
　その結果，学校組織体制は「鍋蓋型組織」から「ピラ
ミッド型組織」に近づき，民間企業と同様な経営の手法を
導入し，合理的な組織体制へと転換したのである。平成₁₉
年には，学校教育法改正によって小中学校に副校長，主幹
教諭，指導教諭という職を置くことができるように改正さ
れている。このことによって民間企業に近いマネジメント
ラインが築かれるようになった。協働性が意図され，目標
達成に向けて課題解決は迅速さを増した。また，外部から
学校へ向けられる様々な要請も効率的に対応できるように
なり，子供たちに生起する問題行動などにもマニュアル化
された対応が可能となったのである。
　しかし，果たして「ピラミッド型組織」という合理的な
組織体制が，学校の組織形成に相応しいのであろうか。
　油布佐和子は，「まず何よりも，学校の職場集団は，特に
小・中学校の場合₂₀人前後の集団であり，これをピラミッ
ド型の管理組織に編成していくのは無理がある」と前置き
して，問題点を ₃つ指摘している︵注₄︶。第一に「企業組織
への転換という趨勢が学校や教育，ひいては子どもに望ま
しいかどうかという原則的な問題がある」。第二に「合理的
経営組織のための，校長のリーダーシップの強化や主幹制
などの設置，職員会議の諮問機関化などのいずれをとって

も，それは教師の自律性の確保とは反対の方向である」。第
三に「管理の強化は，事務作業の増加やモラルの低下をも
たらすことがすでに古くから指摘されている」。
　また，「組織の目的を合理的に迅速に実施しようとすれ
ば，企業的な合理的経営組織への転換もやむを得ないだろ
う。しかしながら，児童生徒の状況がどのようなものであ
り，彼らをどのような未来に向けて育てていくのかを考え
るには，実際に『社会』と『子ども』の両方を見ることが
できる専門家集団の中で，何が望ましいかを忌憚なく議論
し実践しあえる場が不可欠である」。と加えている。

₄.₂　「チームとしての学校」の組織形成へ

　前述の油布佐和子の指摘などを踏まえることによって，
「チームとしての学校」の組織形成の必要性が意味をなすこ
との一端が鮮明になってくる。「チームとしての学校」は，
①専門性に基づくチーム体制の構築　②学校のマネジメン
ト機能の強化　③教職員一人一人が力を発揮できる環境の
整備　の ₃つの視点によって「学校のマネジメントモデル
の転換」が必要であるとされるものである。
　つまり，現在の置かれた状況の中で，一人一人の教員が
何をなすべきか，学校に必要なことは何かという意識を高
めながら，己に求められる専門性を，まず教員が高めてい
く。教員組織で不足する部分は外部専門スタッフの加勢や
支援を有効活用するということを教員集団で共有する。そ
うした意識を担保できる職場環境を整備し，教員が自律的
に効果的に業務遂行できるような学校マネジメントを校長
がリーダーシップを司っていく，ということではないだろ
うか。
　「ピラミッド型組織」は，利益利潤追求型の論理や成果主
義的であるため，競争主義的な発想が子供の心身の成長を
支える教育の場に適合する訳がない。また，教員集団に
とっても官僚的な職場雰囲気ではインフォーマルな対話空
間でさえ圧迫感は否めず，教員のメンタルヘルス維持が危
うくなるであろう。しかし，「ピラミッド型組織」における
合理的マネジメントがすべて否だとは思わない。
　校長のリーダーシップのもと，副校長及び教頭，主幹教
諭が職場の協働の文化の形成を図り，縦軸関係における連
帯意識を強めながら，校務分掌や学年会などを通じた分業
と協働の機能を高めていくような「ピラミッド型組織」が
「チームとしての学校」の組織形成につながるのであれば，
学校マネジメントとして有効な手立てとなるのではないだ
ろうか。

₅ ．A中学校の事例から

　これまで中国地方の複数の学校（小学校・中学校）で話
を聞かせていただいた。その中で職場の支持的な風土が醸
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成され，「開かれた同僚性」が構築されていった A中学校
について紹介したい。
　今から ₈年前，A中学校は校内全体が非常に落ち着かな
い状態にあった。生徒指導上の問題が多発し，その対応に
教員がとにかく振り回されていたという。しかし，校長が
代わり（ ₂人），現在は学校全体が落ち着き，教員集団の意
識も ₈年前とは比較にならないほど変化したということで
あった。₈年前に赴任し，現在も勤務している B教諭（昨
年から主幹教諭）に伺った様子は次のとおりである。

　B教諭が赴任した ₈年前，生徒の問題行動などが校内で
頻発していた。毎日いろいろなことが発生していたが，A

中学校の先生方の対応はバラバラだった。B教諭のクラス
で問題行動が起きたとき，一緒に問題解決に関わろうとし
てくれた先生もいたが，ほとんど自分一人で対応せざる得
ない状況だった。
　「何で今日は（管理職や同僚が）いないの？　何で今日は
（管理職や同僚が）話に入ってくれないの？　何で一人だけ
で対応しなきゃいけないの？」という状況で，他の教員も
同様だった。管理職を頼りたいときも当然あったが，校長
が不在な時も多く，不安が募る一方だった。こうしたこと
が続いた結果，校長との信頼関係の構築が困難で，校長と
先生方の溝が深まっていくばかりだと感じていた。
　生徒の問題行動には当該の学年団のみでしか対応してお
らず，校内で共有するということはほとんどなかった。先
生の異動も重なり，新年度，学年を引き継ぐときに前年度
の様子を知っている先生が限られているのにもかかわらず
生徒の大変な状況は変わらなかった。何をどうしていいの
か，しかも，学年ごとに対応の仕方に統一感がない，それ
ゆえ連携が薄いということを痛感した。だから，B教諭も
自分の学年のことが手いっぱいで他学年へ助言することな
どあり得なかった。
　その後，校長・教頭が代わり，様々な改善要求（生徒の
問題行動等への対応の仕方など）を管理職に伝えられるよ
うになると，生徒指導主事や学年主任，学年の先生方が一
緒に関わってくれるようになった。B教諭には，当たり前
のことが見えてきたので徐々に意欲がわいてきた。
　「それがあるから頑張れると思った。なかったら，『いい
や』と思っていたかもしれない」。と，B教諭は振り返る。
この人が困ってそうだなということを周囲の先生が分かっ
て，「どうしたの？」とか，「どうだった？」と気づくこと
が大事なのだと思うようになった。そういった先生が増え
たことは大きいし，そういう雰囲気を作ってくれた管理職
の存在は大きい，と B教諭は実感する。
　一昨年，C校長が着任した。明確に変わったのは，教頭
が様々な情報を正確に集約するようになり，それを校長に

伝え，校長が把握するようにしたこと。また，校長は毎朝
校内を巡回し，ごみを拾いながら学校の様子を把握しよう
とされていた。教頭は先生方から聞き取りをされていた。
そのことを先生方は感じ取り，自分たちの想いが必ず伝わ
るという確信が出てきた。ちょうどその頃に校内で問題行
動が発生したが，他学年の先生が当該学年に入って対応を
手伝ってくれたり，一声掛けると多くの先生方が動いてく
れたりする状況となっていた。こうしたことがいつの間に
か当たり前になっていた。

　また，現在の C校長からは次のようなことを伺った。

　C校長が着任したとき，生徒指導上，先生方の対応がう
まくいかない状況があった。そのことで ₂人の先生が病気
休職となり，臨時教員に代用してもらった。残念ながら当
該の学年の様子が好転する兆しが見られなかったが，他学
年の先生方が意識して頑張ってくれた。授業担当者以外に
複数の先生が教室に入ってくれたり，時には教室前の廊下
に待機してくれたりして先生方が意識して頑張ってくれた。
先生方それぞれ授業準備やクラスのこともあったはずなの
に，先生方は協力的な姿勢を示してくれた。C校長は，以
前のこと（学校内が大変だった）ことを聞いていたので，
そういったことを乗り越え，先生方は支え合う教員集団に
なったと実感した。
　C校長は，先生方が奮闘する様子を目の当たりにして，
先生方には無理なお願いは避けるようにした。着任当初は
気負って高い目標値を設定していたが，実態に即し，少し
ずつ高めていくような学校方針に切り替えた。
　C校長は若手教員の育成は優先課題としているが，学年
団での先生方の指導など，OJTなどを通じて若手の育成を
行っている。年に数回「教師塾」が行われている。これは，
ベテラン教員が若手教員にノウハウを教えるような自主研
修であるが，会議など何も予定が入っていない放課後に実
施される。音楽会があれば，そのためのクラスづくりはど
うしたらいいかなど，実務的な研修となっている。参加率
も雰囲気もいいということである。
　また，授業見学会を年 ₃回行っている。若手教員が教科
の枠を超えてベテラン教員の授業を見学に行く。その放課
後には授業感想を含めた意見交換を行い，気づき合ったこ
とを共有し，翌日からの授業に活かすようにしている。

　A中学校の事例は，職場の支持的な風土が形成されてい
なかった状況下，赴任した B教諭が管理職の交代によって
変化していく職場や校内組織について実感していく内容で
ある。そして，C校長の実践力や同僚性を充実させたマネ
ジメントが発揮されることとなった事例であろう。
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「チームとしての学校」の実現に求められるもの

₆ ．同僚性と学校マネジメント

₆.₁　A中学校における同僚性の変化

　A中学校は， ₈年前に生徒の問題行動などが頻発し，そ
の対応に苦慮していたが，その原因は組織的な対応がなさ
れていなかったこと，校長のリーダーシップが乏しかった
ことにあった。しかし，校長が代わり，変わろうとする教
員が校長・教頭を動かし，教員集団を覚醒へと導いた。さ
らに，C校長が着任し，C校長の的確なマネジメントによっ
て教員の前向きな雰囲気は加速した。「どうしたの？」「ど
うだった？」という教員間の声掛けに象徴されるように，
職場の支持的風土が校内の様相を変えていったのである。
　ところで，₄.₁で述べた油布佐和子の ₃ つの指摘（ピラ
ミッド型の管理組織編成の問題点）の ₂点目，「合理的経営
組織のための，校長のリーダーシップの強化や主幹制など
の設置，職員会議の諮問機関化などのいずれをとっても，
それは教師の自律性の確保とは反対の方向である」という
指摘とともに，「合理的経営組織の転換は，『画策された同
僚性』を強いるものであるという批判がある」と加えてい
る。この「画策された同僚性」について A・ハーグリーブ
スが，「協働の文化は階層的な管理システムに乗っ取られる
と問題となる。そのとき，教師の協働は強制された作り物
となる。すなわち画策された同僚性と私が呼ぶものである。
（中略）画策された同僚性は，同僚とともに取り組むべき業
務予定を詰め込むことでボトムアップの専門職としての主
導性を禁じ，教師の協働を厳格に細分化し，自由裁量の余
地を制限することで協働の過程を事細かく管理する」とし
て，企業形態とは異なることを指摘している。さらに，「結
果として，教師たちが実際に協働する機会は少なく，むし
ろ，必要が生じたときにともに働くことや学校改善計画を
策定するといった協働的な手法を断念してしまうことにな
る」︵注₅︶ と述べている。
　A中学校の ₈年前，当時の校長は，典型的なピラミッド
型の管理組織のもとに教員集団を形成しようと企図したで
あろう。しかし，校内で頻発した問題行動に学年集団が最
低限対応したものの，生徒や保護者への対応は，学級担任
個人が負わねばならない状況となっていた。実態は，学校
全体の組織的な対応などなされることがなかったである。
したがって，このときの A中学校は，「画策された同僚性」
さえも指向されていなかったと言える。
　その後，校長・教頭が交代し，様々な改善要求を B教諭
等が管理職に出すようになっていった。学校マネジメント
の在り方として，本来的な姿を求めたのであろう。その結
果，生徒指導主事や学年主任の関りなど，学校の組織性が
徐々に鮮明になっていったものの，「教師たちが実際に協働
する機会は少なく」，教員にとっては未だもどかし気な状態

が継続していた。すなわち，「画策された同僚性」に近い状
況の中で教員集団が形成されつつあったと言えるのではな
いだろうか。しかし，学校全体が動き出すことにより，B

教諭は教員間の協働の手応えを感じ始めていたのではない
だろうか。
　校長が C校長へと交代した。C校長の様々な改革的な取
り組みなどによって，徐々に「画策された同僚性」が本来
的ではないことを教員集団が意識していった。また，B教
諭が「当たり前のことが見えてきたので徐々に意欲がわい
てきた」と言うように，多くの教員が支持的な風土を待望
し，お互いの動きや些細な変化を見逃さず，自然と声を掛
け合うようになっていった。本答申に言うところの「教職
員一人一人が力を発揮できる環境」と支持的な風土という
「学校の組織文化」が次第に形成されていったということで
あろう。その一つの表れとして「情報冗長性」︵注₆︶をあげる
ことができよう。C校長の着任を機会に A中学校に起こっ
たこと，それは，支持的な風土が次第に多くの組織成員
（教職員）に実感されていき，「開かれた同僚性」に基づく
教職員の協働の文化が醸成されていったと言えるのではな
いだろうか。

₆.₂　同僚性と学校マネジメントの相関

　A中学校の教員集団の同僚性は，C校長着任前に見られ
た支持的風土の兆しと，着任後の適時適応な学校マネジメ
ントによって「画策された同僚性」から「開かれた同僚性」
へと転換がなされたと言ってもいいだろう。
　C校長が着任したとき，落ち着きかけていた学校であっ
たが，全校をあげて取り組まなくてはならない生徒の問題
行動が発生した。その際，直接対応した教員 ₂人が病気休
養となり，臨時教員に代用してもらったもののはかばかし
くない状況に陥った。しかし，他学年の教員が学年の枠を
超えて協働的な体制でその時期を乗り切った。こうしたこ
とが教員集団の自信となり，C校長のマネジメント構築の
根幹となったのであろうと思われる。着任当初，A中学校
のそれまでの経緯を踏まえ，先生方に“高めのハードル”
を課した学校教育目標を軸とする「教育方針」を提示した。
しかし，着任して間もなく直面した難問に対応した教員集
団の姿に信頼感を抱き，ハードルを数段下げながらも徐々
に高まっていくだろうことを予感したのだろう。「（先生方
に）無理なお願いは到底できないので」と A校長は言われ
たが，“思いやり”と教員への信頼が漲っている言葉として
筆者は受け止めている。
　その後，「教師塾」と呼ばれる自主研修が発足した。ベテ
ラン教員が自発的に実施し，若手教員らが自発的・能動的
に参加するというものである。まさしく「開かれた同僚性」
が醸成された結果であり，そのことによって教員の自律性
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が確保されたということができる。また，年 ₃回実施され
る授業見学会にも同様のことがうかがえる。
　学校マネジメントは，合理的経営組織を主眼とするため，
ピラミッド型の管理組織編成にならざるを得ない。しかし，
単にマネジメントのみを優先させるのであれば，教員の協
働性が多方向のベクトルとなる可能性があり，教員の自律
性（例えば，教員が専門性を高めること，情報冗長性に富
み，忌憚なく議論することなど。）が見失われることにな
る。よって，「画策された同僚性」による教員集団が形成さ
れることになるであろう。しかし，マネジメントリーダー
である校長の優れた資質と協調性に満ちたリーダーシップ
力に支えられた学校マネジメントであれば，教員集団に
「開かれた同僚性」に基づく協働の文化が形成されることに
なるであろう。

₇ ．おわりに

　学校現場は，多様化，複雑化，困難化する多くの課題を
抱えている。
　教員の長時間労働や様々な労働実態から「ブラック化」
する学校と世間から揶揄されている学校現場。その労働実
態を明らかにしていくと，社会の変容に伴う子供や親など
の変化に対応しなくてはならない学校現場の実情は，一筋
縄ではいかない様相を呈している。さらに，新学習指導要
領への対応を含めた様々な教育改革を国から提示され，教
員は厳しい現実を強いられているのである。
　こうした状況において，一刻も早く「チームとしての学
校」政策が具体化されることによって，学校現場に新風が
吹くことを期待する。
　ところで，政府は，「働き方改革実現会議」（第 ₁回目・
平成₂₈（₂₀₁₆）年 ₉月₂₇日から₁₀回の開催）によって，民
間勤労者の働き方について審議した。平成₂₉（₂₀₁₇）年 ₃
月₂₈日にはその実行計画が示されたが，教員の業務改善や
部活動の適正化，長時間労働の是正のみが指摘されるだけ
であった。その後，文部科学省が公表した₁₀年ぶりの「教
員勤務実態調査」の速報値を受け，当時の松野文部科学大
臣が中教審に対して，学校における働き方改革に関する総
合的な方策を検討する諮問をした。
　平成₂₉（₂₀₁₇）年 ₇月₁₁日，中教審「学校における働き
方改革特別部会」第 ₁回目が開催された。その部会では，
「チームとしての学校」でも論議された，①業務改善　②地
域・学校との連携　③事務職員，他専門・支援スタッフと
の業務負担や連携・協働　④ ICT活用による業務の効率化　
などが審議されている。そして，平成₂₉（₂₀₁₇）年 ₈月₂₉
日には，中教審「学校における働き方改革に係る緊急提言」
が出された。それは，（₁）校長および教育委員会は学校に
おいて「勤務時間」意識した働き方を進めること　（₂）す

べての教育関係者が学校・教職員の業務改善の取組を強く
推進していくこと　（₃）国として持続可能な勤務環境整備
のための支援を充実させること　というものである。
　平成₂₇（₂₀₁₅）年₁₂月₂₁日，中教審から「チームとして
の学校の在り方と今後の改善方策について」が答申されて
から約 ₂年が経過した。その後の動向には遅々とした感が
あったが，様々な論議を経ながら「チームとしての学校」
の姿が見えつつあるのではないか。
　しかし，求められるのは政策の見せ方ではない。「チーム
学校」という言葉だけが躍らないよう，確固たる学校マネ
ジメントに支えられた真のチームが学校現場で形成される
ことである。そして，そのチームに，「開かれた同僚性」に
基づく協働の文化が形成されることを願ってやまない。
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